
白
石
市
農
業
委
員
会
だ
よ
り 

◎
農
業
者
年
金
◎ 

～
安
心
し
て
老
後
の
生
活
を
送
る
た
め
に
～ 

農
業
者
年
金
と
は
、
積
み
立
て
方
式
の
確
定
拠
出
型
年

金
で
、
自
己
負
担
保
険
料
に
運
用
収
入
が
プ
ラ
ス
さ
れ
て

年
金
が
支
払
わ
れ
る
制
度
で
す
。
他
の
年
金
と
比
べ
、
本

人
の
意
思
で
脱
退
が
で
き
て
、
元
本
割
れ
の
補
填
等
も
あ

り
、
安
心
し
て
加
入
で
き
る
終
身
年
金
で
す
。
加
入
条
件

な
ど
詳
し
く
は
農
業
者
年
金
基
金
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。 

（
問
い
合
わ
せ
先
）
農
協
ま
た
は
農
業
委
員
会
事
務
局 

 

    

令
和
８
年
７
月
は｢

農
業
委
員｣

｢
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員｣

の

改
選
時
期
で
す 

 

 

 

女
性
農
業
者
は
、
基
幹
的
農
業
従
事
者
の
約
４
割
を
占
め
、
生

産
・
販
売
の
現
場
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
今
後
の

農
業
・
農
村
の
発
展
に
は
、
女
性
農
業
者
の
活
躍
が
不
可
欠
で
あ

り
、
女
性
が
働
き
や
す
く
暮
ら
し
や
す
い
農
村
を
つ
く
る
た
め
に

は
、
地
域
の
方
針
決
定
な
ど
に
参
画
し
、
女
性
の
声
を
反
映
さ
せ

る
こ
と
が
重
要
で
す
。
あ
な
た
も
「
農
業
委
員
」
や
「
農
地
利
用

最
適
化
推
進
委
員
」
と
し
て
地
域
農
業
の
発
展
の
た
め
に
活
動
し

て
み
ま
せ
ん
か
。
詳
し
く
は
、
今
後
お
知
ら
せ
す
る
広
報
し
ろ
い

し
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

【
主
な
業
務
】
農
地
の
売
買
・
貸
借
や
転
用
申
請
の
審
議
・
現
地

調
査
、
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
、
農
地
利
用
の
最
適
化
活
動
、
農
業
者

へ
の
情
報
提
供
・
相
談
対
応
な
ど 

〇
女
性
登
用
で
期
待
で
き
る
効
果
〇 

性
別
、
世
代
に
関
わ
ら
ず
積
極
的
な
社
会
参
画
を
目
指
す
こ
と

で
、
多
様
な
意
見
を
反
映
し
た
地
域
づ
く
り
や
農
地
の
集
積
・
集

約
が
期
待
で
き
ま
す
。
ま
た
、
女
性
が
参
画
し
て
い
く
こ
と
で
、

女
性
自
身
の
関
心
や
意
欲
が
向
上
し
、
さ
ら
な
る
女
性
の
参
画
を

推
進
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。 

安
心･

安
全
優
先
の
果
樹
栽
培 

【
壽
丸
果
樹
園

】 

～
明
治
34

年
創
業
～ 

 

 

農
薬
と
化
学
肥
料
を
県
の
慣

行
基
準
の
半
分
以
下
に
減
ら
す

と
と
も
に
、
あ
え
て
葉
を
取
ら

な
い
「
葉
取
ら
ず
リ
ン
ゴ
」
を

栽
培 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

  
 

 
 

イ
ベ
ン
ト
情
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第
45
回
白
石
市
農
業
祭 

・
日
に
ち 

８
日
・
９
日 

・
場 

所 

ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ―

ブ 

 「
農
業
委
員
会
ブ
ー
ス
」
で
簡
単

な
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
て
い
た
だ

い
た
方
に
粗
品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
！ 

さ
ら
に
、
女
性
の
方
に
は
ス
ナ
ッ

ク
エ
ン
ド
ウ
の
種
ま
た
は
チ
ュ
ー

リ
ッ
プ
の
球
根
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し

ま
す
！ 

 

ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
♡ 

 ※
女
性
農
業
者
の
地
位
向
上
等
を

目
的
に
設
立
さ
れ
た
「
み
や
ぎ
ア

グ
リ
レ
デ
ィ
ス
21

」
の
農
業
委
員

会
女
性
委
員
活
動
支
援
事
業
を
活

用
し
て
い
ま
す
。   

令和７年 10 月２０日 発行 

農業委員会に女性の力を 

～あなたも農業委員会で活躍しませんか～ 

全
国
農
業
新
聞
８
月
号
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
！  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     栽
培
し
て
い
ま
す
。
葉
に
よ
る
光
合
成
が
多
い
た
め
、

糖
度
の
高
い
濃
い
味
に
な
る
の
が
特
徴
で
す
。
こ
ま
め

な
病
害
虫
被
害
の
観
察
な
ど
手
間
も
時
間
も
か
か
り
ま

す
が
、
安
心
安
全
を
優
先
し
品
質
チ
ェ
ッ
ク
は
欠
か
し

ま
せ
ん
。
加
工
品
の
販
売
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
た
果
樹

園
の
魅
力
発
信
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

５
代
目 

大
和
田
良
樹
さ
ん 

 
 
 
 
 

     
☎
２
２-

１
２
５
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毎
月
10
日
に
開
催
し
て
い
る
農
家
相
談

で
は
、
農
業
や
農
地
に
関
す
る
様
々
な
疑

問
や
問
題
に
つ
い
て
相
談
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
農
業
委
員
が
親
身
に
な
っ
て
お

答
え
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
気
軽
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。 

 ●
場
所 
農
業
委
員
会
事
務
局 

（
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
内
） 

●
時
間 

10
時
～
12
時 

※
予
約
不
要 

※
土
日
祝
日
の
場
合
は
直
前
の
開
庁
日 

        

 

令
和
７
年
４
月
以
降
の
農
地
の
貸
借
等
は
、
農
地
中
間
管
理

事
業
（
出
し
手
と
受
け
手
の
間
に
農
地
バ
ン
ク
を
経
由
す
る
契

約
）
ま
た
は
農
地
法
第
３
条
許
可
（
出
し
手
と
受
け
手
に
よ
る
相

対
で
の
契
約
）
の
い
ず
れ
か
で
の
方
法
と
な
り
ま
し
た
。
農
地
中

間
管
理
事
業
の
場
合
は
、「
公
的
機
関
の
た
め
賃
料
が
確
実
に
振

り
込
ま
れ
る
」「
貸
付
期
間
終
了
後
は
農
地
が
返
っ
て
く
る
」「
税

制
優
遇
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
」「
手
続
き
の
負
担
が
少
な

い
」
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
金
納
の
み
の
取

扱
い
と
な
り
ま
す
の
で
、
物
納
で
の
貸
借
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
農
地
法
第
３
条
の
許
可
申
請
が
必
要
で
す
。 

※
手
続
き
に
は
数
か
月
程
度
の
期
間
を
要
し
ま
す
。 

※
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
（
出
し
手
・
受
け
手
と
も
に
賃
料
の
１
％
） 

 

【税
制
優
遇
の
例
】 

●
固
定
資
産
税 

所
有
す
る
農
業
振
興
地
域
内
の
全
農
地
（
10
ア
ー
ル
未
満
の
自
作

地
を
除
く)

を
農
地
バ
ン
ク
へ
貸
し
付
け
た
場
合
、
２
分
の
１
に
軽
減

(

10
年
以
上
の
貸
付
は
３
年
間
、
15
年
以
上
の
貸
付
は
５
年
間)

。 

※
現
時
点
で
の
適
用
期
限
は
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で 

●
贈
与
税
・相
続
税 

納
税
猶
予
を
受
け
て
い
る
方
が
農
地
バ
ン
ク
を
通
じ
て
適
用

農
地
を
貸
し
付
け
た
場
合
は
猶
予
が
継
続
し
ま
す
。 

農地中間管理

事業とは？

は・・？ 

それ、違反かも！？ 

農
地
の
権
利
移
動
や
転
用
に
は

事
前
の
申
請
が
必
要
で
す
！ 

無
断
で
農
地
の
貸
し
借
り
や

転
用
と
思
わ
れ
る
事
案
が
度
々

発
生
し
て
い
ま
す
。
特
に
、
農
地

の
転
用
に
つ
い
て
は
許
可
を
得

な
い
で
行
う
と
、
原
状
回
復
命

令
や
罰
金
等
が
科
せ
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

相談の様子（２名の委員が相談にのります） 
 

相
続
登
記
が
義
務
化
さ
れ
ま

し
た
！ 

土
地
な
ど
の
名
義
が
亡
く
な

っ
た
方
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま

せ
ん
か
？ 

令
和
６
年
４
月
１

日
か
ら
相
続
登
記
が
義
務
化
さ

れ
ま
し
た
。
相
続
し
た
こ
と
を

知
っ
た
日
か
ら
３
年
以
内
に
登

記
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

違
反
す
る
と
10
万
円
以
下
の
過

料
が
科
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
農
地
の
相
続
登
記

完
了
後
は
農
業
委
員
会
へ
の
届

出
も
必
要
で
す
。 

      

農 家 相 談 日 


